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令和元年(2019 年)６月(第 134 号) 

 

グローバル化の進展に伴い、多くの人や物資・お金、そして情報が世界中を動き回る中、観光

や仕事、留学などにより来日する外国人は年々増加しています。 

また、今年４月には改正入管法（出入国及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法

律）が施行されました。この法律は「特定技能」という在留資格を新設し、人材不足が深刻な 14

業種に一定の技能と日本語能力のある外国人に日本で就労してもらう制度で、これにより、日本

で働く外国人は今後も増加することが予測されています。 

滋賀県でもこれまでから多くの外国人が暮らしておられますが、社会情勢の変化や法改正など

を受け、今後も地域や学校・職場など、身近なところで外国の方と接することが増えてくるので

はないでしょうか。 

 
 

 
 

●滋賀県で暮らしている外国人の状況は？ 

滋賀県の外国人人口は、４年連続で増加しており、平成 30 年末には 29,263 人（対前年比 10.3%

増）となりました。これは、県民 48 人に一人が外国人ということになります。 

また、外国人住民の比率は県全体で 2.06％となっていて、湖南市（5.43％）や愛荘町（3.99％）、

甲賀市（3.54％）、長浜市（2.84％）、東近江市（2.83％）、日野町（2.41％）、彦根市（2.33％）、

豊郷町（2.31％）の 8市町でも 2％を超えています。

 

 

特集 まずは、「あいさつ」からはじめませんか！ 
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◆「住民基本台帳における滋賀県内外国人人口調査結果」より 

（各年 12 月末現在 滋賀県商工観光労働部観光交流局国際室調べ） 

国籍別に見ると、ブラジル（29.1%）が一番多く、中国・台湾（17.7%）、韓国・朝鮮（15.6%）

と続きますが、今回、ベトナム（11.4%）が急増しており、フィリピン（8.3％）を抜いて 4番目

に多くなりました。 

 

国籍数を見ると、昨年の 93 か国 1地域から 7か国増え、100 か国 1地域となり、多国籍化がます

ます進んでいます。 

◆国籍・地域別滋賀県内外国人人口（各年 12 月末現在 滋賀県商工観光労働部観光交流局国際室調べ） 

 

●多文化共生の地域づくり 

このように多くの外国の方が暮らす滋賀県ではこれまでから、日本人住民と外国人住民が同じ

地域で暮らす仲間として、言葉や文化、生活習慣などの違いをお互いに理解し合いながらともに

生きていく「多文化共生の地域づくり」を進めています。 

◆多文化共生推進プラン（平成 27 年度～平成 31 年度） 

 

また、滋賀県では今年 4月に新しい基本構想「変わる滋賀 続く幸せ」（2019 年度～2030 年度）をス

タートさせました。「人口減少が進む中、一人ひとりの人権と多様性が尊重され、性別、年齢、

病気・障害の有無、国籍などにかかわらず、誰もがそれぞれの力を出し合い、社会を支え合うこ

とがますます重要になっている」現状を踏まえ、「社会制度や人々の意識の問題で、多様な人々

の社会参加が進まない場合、地域の活力が減退するおそれがある」として、「多様な人々の違い

を認め合い、誰もがその人らしく活躍することができる共生社会の実現」をめざす取組のひとつ

に、住民の交流による多文化共生の地域づくりをあげています。 

 

 

http://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/4042058.xlsx
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●多文化共生の地域づくりに向けて 

さて、県内には 2%を超える外国人住民が暮らしておられますが、言葉や文化、生活習慣などが

異なる社会で生活していく中にはさまざまな困難があります。日本人でも転勤などで全く知らな

い地域で暮らすことになった場合、方言や生活習慣・ルールなどに戸惑うことがあります。その

ような時、ご近所の方から教えてもらうことで安心してその地域の暮らしに慣れていけるのでは

ないでしょうか。 

 

平成 28 年度に県が実施した「人権に関する県民意識調査」において、外国人の人権についての問

題点を聞いたところ、「外国人の生活習慣や文化への理解や認識が十分でないこと」、「地域社

会において交流する機会が少ないこと」、「情報を外国人にわかりやすく伝えるための配慮が足

りないこと」と答えた方が多くいらっしゃいました。 

 

平成 28 年度「人権に関する県民意識調査」より（滋賀県県民生活部人権施策推進課） 

一方で、平成 28 年度に法務省が国内の 37 地区に住む 18歳以上の外国人を対象に実施した「外

国人住民調査結果報告書」では、「日本語での会話はほとんどできない」と答えた人は 10.4％で

あり、読み書きは難しくても会話はできると答えた方が多い結果となっています。 

◆参考：法務省「外国人の人権を尊重しましょう」 

 

滋賀県にお住まいの外国人住民にもあいさつや簡単な会話なら通じる方もたくさんおられま

す。研修会やイベントなどで出会う方からは「日本の方からあいさつしてもらえるとうれしい」

ということをお聞きします。言葉が十分に理解できないと自分から話しかけるのはなかなか難し

いのでしょう。 

もしあなたから「こんにちは！」というあいさつをしていただいたら、それをきっかけに顔な

じみになり、簡単な会話ができるようになるかもしれません。そうすることで、「よくわからな

い」と思っていた外国の文化や生活習慣のことを教えてもらえますし、逆に日本の文化や地域の

習慣・ルールを伝えることができます。 

まずは、ひとこと、気軽にあいさつからはじめませんか！ 
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●やさしい日本語で話してみよう！ 

 さて、簡単な日本語ならわかるという方に話しかける時にどんなことに気を付けたらよいでし

ょうか。県広報誌「滋賀プラスワン」に掲載している「ふれあいプラスワン」（平成 29 年 3-4 月号）では、

外国の方にも理解しやすい「やさしい日本語」について紹介しています。 

「やさしい日本語」は、阪神・淡路大震災をきっかけに、外国人に早く・正しく・わかりやす

く情報を伝えるために考えられたわかりやすい日本語のことです。 

「やさしい日本語」では、まず、伝えたいことを一番先にして、１つの文を短く、簡単な日本

語に言い換えてみます。それで伝わらなければ別の言葉や表現に。また、ひょっとしたら伝えよ

うとしていること自体が相手の文化や生活習慣にないということもあるので、丁寧に説明するこ

とも必要かもしれません。 

<例> 

「今朝」 ⇒ 「今日
き ょ う

の 朝
あさ

」   

  「弁当を持参してください」 ⇒ 「お昼
ひる

ご飯
はん

を 持
も

って来
き

て ください」 

「土足厳禁」 ⇒ 「くつを ぬいで ください」 

「通行止め」 ⇒ 「ここは 通
とお

ることが できません」 

 

同じ地域に暮らす者同士、顔の見える関係がつくれて、コミュニケーションが取れるとお互い

に安心して暮らせますよね。 

やさしい日本語の視点は外国人だけでなく子どもや高齢者、障害のある人など、いろいろな人

に配慮した情報の伝え方でもあります。ふだんの生活の中でもちょっとした工夫と相手を思いや

る「優しい心」を大切にすれば、コミュニケーションが取りやすくなるのではないでしょうか。 

 

●交流イベントに出かけてみよう！ 

市町の国際協会では、外国の料理や音楽・踊りなどを楽しめる交流イベントが開催されていま

す。滋賀県にいながら世界につながるチャンスです。ぜひ、一度、気軽に国際交流イベントに出

かけてみてはいかがでしょうか。 

◆滋賀県国際協会ホームページ 

◆イベント情報（滋賀県国際交流ニュース メルマガ） 

◆各市町国際協会の情報はこちらからご覧いただけます 

 

「こんにちは！」と声をかける時にひとこと、その方の国の「こんにちは！」をプラスしてみ

れば、よりお近づきになれるかもしれませんね。 
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●啓発活動等のご案内 

「ふれあいプラスワン」や「じんけん通信」では、これまでにも「多文化共生」や「国際交流」

に関する記事を掲載しています。まだお読みでない方はぜひ、チェックしてみてください。 

 

○ふれあいプラスワン   

◆「やさしい日本語ってなに！？～みんなに優しい みんなに易しい言葉で伝えよう～」 

 甲賀市国際交流協会（H30 年 3-4 月号） 

◆「お互いの文化を認め合い、交流を深め共に生きる」 

ブラジル学校「日本ラチーノ学院」 （H28 年 3-4 月号） 

◆「地域社会で共に生きる 外国籍住民を支えるために」 

多文化共生支援センター （H24 年 9-10 月号） 

○じんけん通信  

◆「お互いの歩み寄りから始まる多文化共生」 

ボランティアグループ「カリーニョ」 （H29 年１月号）  

  ◆「外国にルーツを持つ子どもの進路ガイダンス」 

滋賀県国際交流協会 （H29 年 11 月号） 

  ◆「多文化共生」 

ブラジル人向けスーパー「パトリアミンニャ（Pátria Minha）」（H28 年 6 月号） 

◆「共に進めよう！安全・安心なまちづくり」 

草津市機能別消防団員の皆さん （H28 年 1 月号） 

 

また、啓発広告や学習教材も作成していますので、学校や職場、地域の研修会などでぜひ、ご

活用ください。 

○テレビスポット広告      

◆「多文化共生（やさしい日本語）」編（H30 年 12 月） 

◆「多文化共（H29 年 11 月号）生（夏祭り）」編（H29 年 9 月）      

◆「多文化交流・平和と人権」編（H23 年 9 月）  
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○啓発テレビ番組   

  ◆「外国人の人権」編（H25 年度） 

 ○学習教材 

   ◆「こころやわらかく」（H28 年度）  

   ◆「ジンケンダーと考える一人ひとりの人権」（H26 年度） 

 

 

 1 日 人権擁護委員の日  

人権擁護委員は、あなたの街の相談パートナーとして、積極的な活動を行っています。この日を中

心に全国各地で特設相談所を開設し、女性・子ども・高齢者などをめぐる人権の問題やインターネッ

ト上の人権侵害などについて、地域の皆さんからの相談に応じます。 

※平成 30 年に、人権擁護委員制度は創設 70 周年を迎えました。  

 12 日 児童労働に反対する世界デー  

平成14年(2002年)にILO(国際労働機関)が制定しました。児童労働の撤廃をめざして、世界各地で

様々な活動が展開されます。  

 20 日 世界難民の日  

平成 12 年（2000 年）に国連が制定しました。難民の保護と援助に対する世界的な関心を呼びかけ

ています。 

 22 日 らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日 

平成 21 年（2009 年）度から、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律の施

行日である 6 月 22 日が「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定められました。こ

の日には、ハンセン病の患者であった方々の名誉の回復を図るため、厚生労働省主催による追悼、

慰霊および名誉回復の行事が行われます。今年度の式典は６月２１日（金）に実施予定です。 

  23 日～29 日 男女共同参画週間  

6 月 23 日から 29 日は「男女共同参画週間」です。令和元年度は「男女共同参「学」」、「知る 学ぶ 

考える 私の人生 私がつくる」というキャッチフレーズのもと、国、地方公共団体などが、男女共同

参画社会づくりに対する国民の理解と関心を高めるためさまざまな行事を行います。 

◆内閣府のページもご覧ください→「男女共同参画週間について」 

 
 

 
 

あなたの「こんにちは！」から、交流がはじまるのだー！ 

 

顔の見える関係をつくって地域みんなの交流を深め、日本人も外国人も、 

誰にとっても居心地のよい地域にしていけたらいいですね。 

 

ジンケンダーのちょっと一言 

人権カレンダー ６月 

http://www.gender.go.jp/public/week/index.html
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